
応募要項
～つるまパーク大作戦2025～

2025年7月更新



◆ 開催日時 ：2025年11月3日（月・祝）10:00～16：00 ※雨天中止
◆ 開催会場：鶴間公園
◆ 主催：鶴間公園指定管理者 TSURUMAパークライフパートナーズ
◆ 協力：一般財団法人南町田みなみまちだをみんなのまちへ 他

◆ 来場予定者：南町田、町田市、大和市、座間市、相模原市、横浜市などの近隣在住の方々
◆ 来場参加費：無料
◆ 来場者数：約20,000名（昨年度実績からの予想）
◆ 出店数：約100団体（昨年度実績からの予想）
◆ 出店ジャンル：飲食、物品販売、展示、ワークショップ/フリーマーケット

/体験、ステージ発表

◆出店申し込み〆切：2025年8月8日（金）
※スムーズな運営のため、必ずお守りください。

■ 出店条件

➢ つるまパーク大作戦のコンセプトにご賛同いただける方
➢ 出店者事前説明会にご参加いただける方
➢ 出店参加（ステージ参加以外）の場合、イベント終了後の売り上げ報告にご協力いただ
ける方

※本イベントの今後の発展に向けて、イベント終了後の売り上げ報告をお願いいたします。
報告方法は出店確定次第ご案内いたします。売上に対する手数料は発生しません。

１

■はじめに・・・

＜つるまパーク大作戦のコンセプト＞

「つるまパーク大作戦」は、公園でやりたいことや夢を話し合い、それを実現する
ためのイベント「まちのがっこう祭」の遺志を受け継いで発足したイベントです。

地域で活動している方の発表の場であったり、新しいことにチャレンジできる
きっかけの場となるようなイベント運営をしております。

ご協力いただく皆様ともに「つるまパーク大作戦」をよりよいものに発展させて
いけるよう、ぜひ以下の項目にご賛同のうえご応募お願いいたします。

➢ 出店者は街の魅力を伝えるアンバサダー

➢ 来場者も出店者も街の仲間として楽しもう

➢ 活動の大小問わず、想いと勇気を尊重しよう

➢ 環境と安心・安全のために協力しあおう

➢ 遵守事項をしっかり守ろう

イベント概要



イベント概要

■出店料
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出店ジャンル 出店場所 出店料（税込み）

フードマーケット（1枠：3m×3m） 水道みち ¥6,000

ハンドメイドマルシェ（1枠：3m×3m） グラウンド ￥3,000

トライアルエリア！
ハンドメイドマルシェ テント設置済み

※物販のみの方が対象
（1枠：2.4ｍ×2.7ｍ）

グラウンド ￥5,000

トライアルエリア！
フリーマーケット（1枠：3ｍ×3ｍ）

グラウンド ￥3,000

ステージ にぎわい広場 ￥3,000

体験アクティビティゾーン さわやか広場
参加者無料体験：¥1,000
参加者有料体験：￥2,000

■出店者事前説明会

※１ 出店料には駐車場料金は含まれておりません。予めご了承ください。
※２ イベント備品の貸し出しはございません。各自でご準備をお願いいたします。

出店が確定した方向けに事前説明会（1時間程度）を開催いたします。出店者は必ずご参加をお願いします。

① 2025年9月20日（土） 10：00～ 場所：鶴間公園

② 2025年9月24日（水） 13：00～ オンライン開催（URLは別途ご案内いたします）

③ 2025年10月5日（日） 10：00～ オンライン開催（URLは別途ご案内いたします）

■出店料の支払い方法について

• 出店が確定した店舗の代表者様にメールにてご案内いたします。お支払い時期は8月末〆切を予定しており

ます。

• 出店者都合での出店辞退は返金できません。予めご了承ください。

• 雨天・荒天含む、主催者判断によりイベントが中止となった場合は、お支払いいただいた出店料の8割を返

金いたします。返金方法については、別途ご案内いたします。

■応募について

• 想定の応募数を超えた場合、抽選とさせていただきます。また、事務局よりエリア移動のお願いをする際が

ございます。予めご了承ください。

テント
持ち来み
不要！



会場詳細・特徴
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＜特徴・留意事項＞

◆ 公園内に出展者が使用できる電源はありません。発電機等は、各自でご準備をお願いします。
◆ 風が通りやすく、突風が発生します。テント設置の場合は、必ず重しの準備をお願いします。支柱1本につき

10kg程度の重しを推奨しております。水の重しの場合、現地の水飲み場で水の補給が可能です。
◆ イベント中のペグ打ち（例 ワンタッチテントをペグで固定）は原則禁止となります。
◆ 販売物品についても風で飛ばされぬよう各自対策をお願いします。
◆ 強風の場合、砂ぼこりが舞う場合がございます。予めご了承ください。

■会場詳細

※応募数でエリアの位置が変わる可能性がございます。予めご了承ください。



会場詳細・特徴
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＜特徴・留意事項＞
•食品・飲食系の出店エリアです。
•舗装されたエリアになります。
•公園のメインストリートのケヤキ並木です。沢山の人でにぎわいます。

＜特徴・留意事項＞
•工作体験や日頃の活動紹介ができるエリアです。
•グランベリーパーク側にある芝生及び土の広場です。強風時は砂埃が舞います。
•木陰にデッキやベンチが常設されており、食事や休憩などで人が集うエリアとなります。

＜特徴・留意事項＞
•公園近隣の団体や教室の活動発表ができるエリアです。
•道路側に面している芝生広場で、音響機材（PA）が用意されたステージです。
•日当たりが良いです。地面が芝生のため、凸凹している箇所もあります。

★水道みち～フードマーケット～

★さわやか広場～体験アクティビティ～

★にぎわい広場～ステージ～



会場詳細・特徴
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＜特徴・留意事項＞

•ハンドメイドや活動発表などができるエリアです。
・普段は球技場として使用している人工芝の広場です。来園者は飲食禁止です。
※出店者のみ、下にシートを敷いた状態で、テント内でのみ飲食が可能です。
・公園から移動するには横断歩道を渡る必要があります。
・リードでのペットの入場は禁止となります。ペットキャリーやペットカートでの入場は可能です。
•スポーツ体験エリアのボールが飛んでくる可能性がございます。予めご承知おきください。

★グラウンド～ハンドメイドマルシェ～

＜特徴・留意事項＞※画像は昨年度のグラウンドの様子です。

•今回初めての試み！物品販売のみの方を対象に、テント・長机を設置している状態で出店いただけます。
•5.4ｍ×7.2ｍのテントに６団体で出店いただきます。
•１店舗：2.4ｍ×2.7ｍ（隣のお店との幅はありませんので、予めご了承ください。）
•１店舗に１台長机（ダスキンレントオール：長机テーブルシングル（W1800×D450×H700ｍｍ）をご利用いた
だけます。※応募数が少なければ中止となる可能性がございます。

★グラウンド～ハンドメイド テント設置済みエリア～
今年度新設！トライアルエリア！

★グラウンド～フリーマーケット～ 今年度新設！トライアルエリア！
＜特徴・留意事項＞
※画像は昨年度のグラウンドの様子です。

・今回初めての試み！グラウンドの外周付近にて、フリー
マーケットエリアを開設！ご自宅で使わなくなったもの
の販売が可能です。

※以下に当たるものは販売禁止です。
•社会通念上不適当と思われるもの、及び法律・関係諸条
例に抵触する物品の持ち込み、販売。
•偽ブランドや海賊版・コピー商品などの違法商品、盗品、
ナイフ・刀剣類、生き物、飲食品全般、医薬品。
•くじ引きや、掛け売り行為など
※応募数が少なければ中止となる可能性がございます。

1 2 3

4 5 6
長机

横幅7.2ｍ

縦幅5.4ｍ

出店図 １店舗内

2.4ｍ

2
.7
ｍ



会場詳細・特徴
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■出店者駐車場について

•出店者用駐車場はありません。各自近隣の有料駐車場をご利用ください。

•鶴間公園タイムズ駐車場もございますが、非常に混み合うためなるべく近隣の駐車場をご利用ください。

近隣有料駐車場：https://x.gd/uSt8h

■雨天・荒天による中止の判断について
ウェザーニュースの町田市鶴間の天気にて、前日の朝8：30に判断します。
決定事項は鶴間公園HP（https://tsuruma-park.com/categorys/information/）にてお知らせし
ます。

＜判断基準＞
以下、中止となる場合がございますが、天候・公園の状況等を確認して総合的に判断いたします。

• 当日の天気予報が朝8：00から2時間以上継続して降水量2mm以上の雨が降ると出ている場合
• 当日の天気予報が風速5m以上の風が吹くと出ている場合
• 前日の天候によりイベントの準備及び開催が不可能な場合（地面のぬかるみ、倒木、施設の破損等）

https://x.gd/uSt8h
https://tsuruma-park.com/categorys/information/


出店要項①
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■遵守事項
※禁止行為・危険行為が見られた場合は即時営業を取りやめていただきます。ご了承ください。

➢ 火器・危険物の使用について
• 場内は火器、刃物など危険物の使用は禁止です。

• カセットコンロについては事前申請いただいた方のみ許可します。ご希望の方は、風よけ・転倒防止などの安
全対策（レイアウト・消火器設置個所など）を書面にてご提出ください。提出方法は別途ご案内いたします。

■物品販売について

以下に該当する者は、販売及びワークショップでの使用を禁止します。

• 既製品やその他出店者又は共同出店者以外の第三者により制作された作品
※既製品等を活用した体験（例お菓子釣り・おもちゃすくいなど）の提供はその限りではありません。
※フリーマーケットエリアの出店のみ、既製品の販売を許可いたします。ただし、ご自宅で使わなくなったもの
に限り、偽ブランドや海賊版・コピー商品などの違法商品、盗品、生き物、医薬品、飲食品全般の販売は
禁止いたします。

• 第三者の著作権、商標権、意匠権、肖像権、所有権その他の権利を侵害する作品

• 包丁、ナイフ等の刃物、モデルガン、エアーガン等の武器とみなされるもの、火器、花火、火薬、可燃ガス、白熱
電球、その他の危険物、盗撮用小型カメラなど犯罪に使用されるおそれのあるもの

• 医薬品、医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律による規制を受ける医療品、医療機器、
医薬部外品又は化粧品

• 性的描画・描写のあるもの及び裸姿、下着姿の描画・描写のあるもののうち社会通念を基準としてわいせつ
物と判断されるもの

• 過度に暴力的、差別的、政治的または宗教的な表現を含み、社会通念に照らし一般的に不快を与えると判断
されるもの

• その他出店申込時の申告と異なる内容での出店

■電源について
• 公園内に出展者が使用できる電源はありません。発電機の持ち込みは事前申請があった場合のみ可と
します。申請フォームに該当する設問がありますので、必ずお答えください。

■ゴミについて
• 主催者によるごみの回収は行いません。販売した商品や試食で発生したゴミは各店舗で回収し、各自持ち帰
りをお願いします。

■車両での搬入出について
• 園内に搬入する体験アクティビティゾーン・フードマーケットエリアの方は事前の申請が必要となります。
以下の申請フォームよりお申込みください。

◆申請フォーム

https://forms.office.com/r/NWQ4ZjwpVa

※車両での搬入出については主催者の指示を厳守して行ってください。

https://forms.office.com/r/NWQ4ZjwpVa


出店要項②（飲食関係）

◆販売可能なジャンル

⚫ 食品・・・食品及び加工品の販売

⚫ 食品（農作物）・・・自ら育てていない農作物の仕入れ販売

⚫ 農業生産物・・・自ら育てている農作物の販売

◆販売NG品の例 ※販売可否に迷う場合は必ず事前にご相談ください

⚫ 牛乳、乳飲料

⚫ 加熱料理されていない食肉

⚫ 魚介類

⚫ 提供の為に出店場所で多量の水を必要とする食品（そば・冷麺など水さらしが必要なもの）

⚫ その他衛生面での安全が担保できないと判断されたもの

◆酒類販売について

•開栓したお酒を容器に注いで販売する場合
飲食店営業許可を所有している必要があります。販売にあたっての申請手続きは不要です。

•酒類を未開栓のまま販売する場合
酒類販売業免許又は酒類製造免許を所有している必要があります。かつ、イベント開催10日前までに
町田税務署への申請（期限付酒類小売業免許の取得）が必要です。該当する出店者様には、主催者よ
り「使用（営業）の許可書の写し」を発行いたしますので、その後町田税務署にてお手続きをお願い致
します。申請が完了しましたら、指定のメールアドレス宛に「期限付酒類小売業免許（写し）」の送付を
お願いいたします。
（国税庁:酒類の免許について https://x.gd/Nn06Q）

◆調理行為について

⚫ 現地での盛り付けやカットなどの行為は禁止とします。

⚫ 食品（加熱済み品）を温めなおして提供を行う又は冷やして提供を行う行為のみ可とします

◆出店設備について

⚫ 原則、町田市保健所の指導に従った設備の準備（三方囲い、簡易手洗い等）を行って下さい。
（参照：町田市「お祭りやイベントでの食品の取り扱い 2ページ目」 https://x.gd/bi5dP）

⚫ 梱包済み商品の販売のみを行う場合はテントのみ（天幕必須）での出店を可とします。

⚫ 公園からの備品貸し出しは行っておりません。

◆火気の使用について

⚫ 火気（カセットコンロまたはプロパンガス）の使用は事前申請があった場合のみ可とします。
申請フォームに該当する設問がありますので、必ずお答えください。

⚫ 事前申請があった出店者には後日、東京消防署提出用の資料の作成依頼をさせていただきます。

⚫ 火気を使用する店舗は、必ずリンク先の注意事項を遵守してご使用ください。
・消防庁 「屋外やイベント会場でLPガスを使用するお客様へ」 https://x.gd/dJJwK
・消防庁「カセットこんろの誤使用・誤廃棄による事故に注意」 https://x.gd/Z6adx
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https://x.gd/Nn06Q
https://x.gd/bi5dP
https://x.gd/dJJwK
https://x.gd/Z6adx


出店要項③（飲食関係）

◆試食・試飲について
事前に申請があった方のみ可とします。申請フォームに該当する設問がありますので、必
ずお答えください。また、以下の点を遵守して実施してください。

⚫試食用・試飲用の食材・飲料は、事前に衛生的な場所で加工・抽出してください。

⚫試食用・試飲用の食材・飲料は、必ず蓋つきの容器に保管し、外気に触れる機会を減ら
してください。

⚫試食・試飲提供時は、使い捨ての道具（爪楊枝、紙コップなど）を使用して、衛生的な方
法で実施してください。

⚫試食・試飲を提供する際は、定期的に手指や容器等のアルコール消毒を実施してくだ
さい。

◆食品表示について
農産物や容器包装された食品は、食品表示法等の関係法令に適合した表示が必要になり
ます。
（消費者庁「早わかり食表示ガイド（令和6年9月版）」 https://x.gd/OIN35）
※食品表示法の遵守は食品販売における義務となります。製造者様・販売者様の責任の
うえ、 法律を遵守したうえで販売してください。
※悪質な違反が見つかった場合は、出店禁止措置を取る場合がございます。

◆その他

⚫出店に際し、衛生管理に関する指示があった場合には必ず従ってください。

⚫衛生面・安全管理には細心の注意を払ってください。

⚫万一、飲食販売行為に関連して事故や苦情が発生した場合、すべての賠償責任及び衛
生関係法令の定める責任を負っていただきます。
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https://x.gd/OIN35


参加申し込み方法
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■参加申し込み方法について

• 以下のフォームよりお申込みください。（7月15日13時より応募可能になります）
https://forms.office.com/r/mLL1gM5Vju

• ※申し込み方法は応募フォームからのみとさせていただきます。
電話・メール・InstagramのDMなどからのお申し込みは受付出来ません。
予めご了承ください。

応募フォーム

■問い合わせ先
以下にお問い合わせください。

鶴間公園クラブハウス
042-850-6630 （受付時間9：00～20：30）

メールアドレス
お問い合わせ専用フォーム
https://forms.office.com/r/r7cLQ6UcV8

https://forms.office.com/r/mLL1gM5Vju
https://forms.office.com/r/r7cLQ6UcV8
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